
「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

28年度当初予算： 千円
28年度一次補正予算： 千円
28年度二次補正予算： 千円

29年度要求予算： 千円

○

該当施策概要

○国家戦略特別区域限定保育士事業
保育人材の確保に向けて、都道府県等が保育士試験を年間２回行うことを促すため、３
年間当該区域内のみで保育士と同様の資格として通用する「地域限定保育士」の資格を
付与する。
○都市公園占用保育所等施設設置事業
保育等の福祉サービスの需要に対応するため、都市公園内に保育所等の社会福祉施設
の設置を可能化。

担当府省庁
内閣府

地方創生推進事務局

通し番号  118 

国家戦略特別区域限定保育士事業は、保育士不足を解消するため、特区内の都府県等
が行う国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者が、３年間は各当該都道府県等の区
域内で勤務することを条件とした「地域限定保育士」の資格を付与し、通常の保育士試験
に加えた複数回の試験を実施しやすくするもの。
都市公園占用保育所等施設設置事業は、待機児童の解消に資するため、都市公園にお
ける保育所等を設置するための都市公園の占用を認めることにより、用地不足に悩む都
市部において保育所設置を促進するもの。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

○国家戦略特別区域限定保育士事業
保育士不足解消のため、国家戦略特区の枠組みを活用し事業を推進。
○都市公園占用保育所等施設設置事業
都市部における保育ニーズに対応するため、待機児童の解消に向け、引き続き国
家戦略特区の枠組みを活用し事業を推進。

・国家戦略特別区域限定保育士事業
・都市公園占用保育所等施設設置事業

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

１．子育て基盤等の整備

（１）待機児童解消に向けた子育て基盤の整備

②　待機児童解消を目指すための保育の受け皿50万人分の拡大に対応して平成29年度
末までに必要となる保育人材９万人程度の確保に向け、一定要件を満たせば返済不要と
なる修学資金貸付や就職準備金の貸付により、保育士の新規資格取得者や再就職者を
増やすとともに、安定財源を確保しながら、保育士の処遇改善等を含めた総合的な保育
人材確保策に取り組む。また、保育士の負担軽減やチーム保育に取り組む保育所への
支援を行う。
さらに、国家戦略特区において、地域限定保育士事業を活用した保育士の確保促進や、
用地確保が困難な地域における都市公園内の保育所設置の特例を活用した保育所整
備に取り組む。
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